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遺
言
書
や
契
約
書
な
ど
は

公
正
証
書
に
し
て
お
く
と
安
心
で
す

　

法
務
大
臣
か
ら
任
命
さ
れ
た
公

証
人
は
、
各
種
契
約
や
遺
言
な
ど

に
関
す
る
公
正
証
書
を
作
成
し
て

お
り
ま
す
。
公
正
証
書
は
、
裁
判

な
ど
で
強
力
な
証
拠
と
な
る
ば
か

り
で
な
く
、
紛
失
や
改
ざ
ん
の
心

配
が
な
い
な
ど
、
後
日
の
紛
争
を

防
止
す
る
上
で
大
き
な
役
割
を
果

た
し
て
お
り
ま
す
。
公
正
証
書
遺

言
に
よ
り
遺
産
相
続
に
伴
う
親
族

間
の
紛
争
を
防
止
す
る
こ
と
が
で

き
ま
す
。
詳
し
く
は
、
公
証
人
役

場
に
お
問
い
合
わ
せ
下
さ
い
。
な

お
、
相
談
は
無
料
で
す
。

▼
問
い
合
わ
せ
先

臼
杵
公
証
人
役
場
☎
63-

２
４
６
３

　

建
設
業
退
職
金
共
済
制
度
（
建

退
共
制
度
）
は
、
事
業
主
の
方
々

が
、
労
働
者
の
働
い
た
日
数
に
応

じ
て
掛
金
と
な
る
共
済
証
紙
を
共

済
手
帳
に
貼
り
、
そ
の
労
働
者
が

建
設
業
界
で
働
く
こ
と
を
や
め
た

と
き
に
建
退
共
か
ら
退
職
金
を
支

払
う
と
い
う
、
い
わ
ば
業
界
全
体

で
の
退
職
金
制
度
で
す
。

▼
加
入
で
き
る
事
業
主

建
設
業
を
営
む
方

▼
対
象
と
な
る
労
働
者

建
設
業
の
現
場
で
働
く
方

▼
掛
金　

日
額
３
１
０
円

※
詳
し
く
は
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご

覧
く
だ
さ
い
。

（h
ttp
://w
w
w
.k
e
n
ta
ik
y
o
.

ta
is
y
o
k
u
k
in
.g
o
.jp
/

）

▼
問
い
合
わ
せ
先

建
退
共
大
分
支
部

☎
０
９
７
（
５
３
６
）
４
８
０
０

　

当
館
主
催
の
「
平
常
展
」
、「
企

画
展
」
の
観
覧
に
つ
い
て
は
、
次

の
場
合
、
料
金
は
無
料
で
す
。

▼
対
象　

①
小
学
生
・
中
学
生
の

観
覧 

②
県
内
の
高
等
学
校
等

の
教
育
課
程
に
基
づ
く
教
育
活

動
と
し
て
の
観
覧
（
事
前
に
学

校
か
ら
の
申
込
が
必
要
で
す
） 

③
土
曜
日
の
高
校
生
等
の
観
覧

（
生
徒
手
帳
等
を
受
付
に
提
示

し
て
く
だ
さ
い
） 

④
身
体
障
害

者
手
帳
、
療
育
手
帳
、
精
神
障
害

者
保
健
福
祉
手
帳
の
交
付
を
受

け
た
生
徒
と
付
き
添
い
の
方（
１

名
様
ま
で
）の
観
覧 

⑤
児
童
福

祉
施
設
等
入
所
者
お
よ
び
引
率

者
が
教
育
、
訓
練
、
更
正
等
の
た

め
、事
前
に
承
認
さ
れ
た
観
覧

▼
問
い
合
わ
せ
先

大
分
県
立
芸
術
会
館

☎
０
９
７
（
５
５
２
）
０
０
７
７

◎
農
林
部
門

▼
日
時　

10 
月
24
日
（土）
〜
25
日
（日）

９
時
30
分
〜
16 
時
30
分

▼
場
所　

別
府
市
別
府
公
園

▼
主
な
行
事　

ふ
る
さ
と
産
直
・

地
域
と
れ
た
て
市
、
ふ
る
さ
と

の
味
レ
ス
ト
ラ
ン
、
畜
産
フ
ェ

ス
タ
、
大
分
ふ
る
さ
と
グ
ル
メ

館
、
親
子
木
工
教
室
、
チ
ェ
ー

ン
ソ
ー
ア
ー
ト
、
丸
太
切
り
に

挑
戦
、
緑
化
木
無
償
配
布
、
花
・

植
木
の
コ
ー
ナ
ー
等

◎
水
産
部
門

▼
日
時　

10 
月
31
日
（土） 

９
時
30

分
〜
15 
時
30
分
、
11
月
１
日
（日）

９
時
〜
15 
時

▼
場
所　

別
府
市
亀
川
漁
港

▼
主
な
行
事　

産
地
直
売
コ
ー
ナ

ー
、
浜
の
母
ち
ゃ
ん
の
味
コ
ー

ナ
ー
、
ブ
リ
・
ウ
ナ
ギ
の
つ
か

み
ど
り

◇
同
時
開
催
行
事

・
第
７
回
大
分
県
畜
産
共
進
会

（
10 
月
24
日
（土）
）

・
Ｂ
Ｅ
Ｐ
Ｐ
Ｕ
ダ
ン
ス
フ
ェ
ス
タ

２
０
０
９
（
10 
月
25
日
（日）
）

▼
問
い
合
わ
せ
先　

大
分
県
農
林

水
産
祭
実
行
委
員
会
事
務
局

☎
０
９
７
（
５
０
６
）
３
５
４
４

※
水
産
部
門
に
つ
い
て
は
、
大
分

県
農
林
水
産
部
漁
業
管
理
課

☎
０
９
７
（
５
０
６
）
３
９
１
４

知
っ
て
い
ま
す
か
？

建
設
業
退
職
金
共
済
制
度

小
・
中
学
生
は
芸
術
会
館

主
催
の
美
術
展
を
無
料
で

観
覧
で
き
ま
す

大
分
県
農
林
水
産
祭

お
お
い
た
み
の
り
フ
ェ
ス
タ

ご
存
知
で
す
か
…
公
証
制
度

全国不正軽油撲滅強化月間
　不正軽油とは、県税である軽油取引税の脱税を
目的として、軽油に重油や灯油を混和したり、重
油と灯油を混和するなどして製造された油をいい
ます。
　不正軽油を製造、販売、運搬することや自動車
の燃料として使用することは脱税行為であるだけ
ではなく、公正な市場競争を阻害し、環境へも悪
影響を及ぼします。
　10月はこの不正軽油の全国撲滅強化月間とな
っています。
　不審な軽油やその売り込み、施設や車両など、
不正軽油に関する情報は、最寄りの県税事務所か
下記へお寄せください。

●　問い合わせ先／大分県税務課
☎０９７－５０６－２３８４

最低賃金は、暮らしの支えです
　最低賃金制度とは、最低賃金法に基づき国が賃金
の最低限度を定め、使用者は、その最低賃金額以上
の賃金を支払わなければならないとする制度です。

時間額：６３１円
発効日：平成21年10月１日

※特定の産業には特定（産業別）最低賃金が定め
られています。

●　問い合わせ先／大分労働局賃金室
☎０９７－５３６－３２１５

佐伯労働基準監督署
☎０９７２－２２－３４２１

必ずチェック 最低賃金
～大分県最低賃金が改定されました～


